
◆◆六番（亀甲義明） （登壇）皆さん、こんにちは。公明党の亀甲義明でございます。初めに、

公明党を代表いたしまして、今回の知事選挙におきまして四期目の当選を果たされました荒井知

事、改めてご当選おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。私も、本年四月に行われま

した統一地方選挙におきまして、橿原市、高取町、明日香村選挙区で皆さまの真心からのご支援を

いただき、初当選をさせていただくことができました。これからの四年間、県民の皆様の声を届け、

県政発展のために全力で取り組んでまいりたいと思います。ふなれな点もありますが、議員各位を

はじめ荒井知事、そして理事者の皆様、ご指導のほど賜りますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、公明党を代表いたしまして、通告いたしました数

点について、荒井知事並びに関係理事者にお尋ねをさせていただきます。 

 初めに、障害者の就労・社会参加への支援についてお伺いをいたします。 

 国において、公明党が一貫してリードし、成立した障害者雇用促進法をはじめ、障害者差別解消

法、改正発達障害者支援法など、障害のある人の生活を支える法・制度は近年格段に整備されてま

いりました。奈良県では、障害のある人もない人もその能力と個性を発揮し、地域で安心して生活

を送ることができるよう、障害のある人の雇用対策を積極的に推進しておられます。例えば、県内

二社目の特例子会社が知事の強力な働きかけにより設立され、障害のある人の新たな職場が生まれ

ました。また、県内の経済・労働・教育などの各界トップが一堂に会し意見を交わす障害者政策ト

ップフォーラムの開催や奈良労働局と協働で運営されている障害者はたらく応援団ならによる企

業との連携のほか、就労連携コーディネーターの丁寧なマッチングによる職場実習を通じた、働く

ことを希望する障害のある人と企業との橋渡しなど、地道な施策にも取り組んでおられます。 

 その結果、奈良県は障害者雇用率が平成二十八年、平成二十九年と二年連続で全国一位となり、

平成三十年は全国第二位だったと伺っております。今後、障害のある人が地域で安心して生活を送

るためには、長く安定的に働ける環境づくりが不可欠ではないかと考えます。鳥取県では、県庁内

などにワークセンターと呼ばれる部署を設け、簡単な事務作業や郵便物の集配といった業務を実施

しておられます。そこでは支援員を配置し、相談体制を充実した結果、知的障害者や精神障害のあ

る人の長期就労に結びついたそうでございます。 

 そこで、知事にお伺いいたします。 

 障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会の実現に向け、障害のある人の就労や職場定着

をさらに促進する必要があると考えますが、今後どのようにこれらの取り組みを進めていこうとし

ているのか、お答えください。 

 次に、障害者就労施設等からの優先調達についての質問をさせていただきます。 

 障害者優先調達推進法は、目的として障害者就労施設などが供給する物品等に対する需要の増進

等を図り、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資すると掲げられ

ています。また地方公共団体には、障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずる

よう規定されております。 

 先日、県内の障害者就労施設で、奈良県での優先調達の発注実績を高める対策についてお伺いを

させていただきました。四点あります。一つ目に、共同受注ができるような組織をつくること。二

つ目、行政事務の積極的な切り出しを行い発注量をふやすこと。三つ目、障害者就労施設の生産活



動内容を把握し、発注の範囲を広げること。四つ目、市町村は自己の市町村外の障害者就労施設も

発注対象とすること。などが挙げられました。いずれも重要な視点であると思います。 

 また、平成二十九年度の優先調達額を見ますと、奈良県分は約二千三百万円、県内市町村分は約

五千八百万円で全国の中では下位に位置しております。財政規模が違いますので一概に金額の比較

ではないと思いますが、適切な指標を設定するなどして、客観的状況の把握が必要ではないかと考

えます。 

 そこで、知事にお伺いをいたします。 

 障害者の就労を促進する方策の一つとして、障害者就労施設等の受注機会を確保する地方公共団

体における障害者優先調達の取り組みは重要と考えます。県及び県内市町村における障害者優先調

達の現状と今後の取り組みについてお答えください。 

 次に、障害者手帳のカード化についての質問でございます。 

 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳については、以前より携帯の不便さや劣化による使い

にくさが指摘されていましたが、省令が改正され、今年度四月から交付主体の都道府県や政令指定

都市、中核市の判断でカード型の手帳が発行できるようになりました。 

 ここで、肢体不自由による障害者手帳を持つ方からの声を紹介させていただきます。十九年前に

病気の後遺症で肢体不自由になり、障害者手帳を持つことになりました。現在の障害者手帳は紙を

四つ折りにして手帳ケースに収納する形になっています。役場で障害福祉サービスの手続等のたび

に障害者手帳本体をケースから取り出して提示する機会があります。素材が紙のため、長年の使用

で劣化して破損してしまい、セロテープで張りつけて使用している状態です。大きさも免許証と違

い少し大き目なので、免許証などほかのカードのように一緒に財布に収納できません。障害者手帳

をプラスチックなどの耐久性のあるカードにしてもらえたら、破損することもなく、使い勝手がい

いと思いますとのことでした。 

 障害者手帳のカード化については、以前から要望がありましたが、現行では手帳ページに新たな

情報などを加筆していく仕様となっていたため、カード化が難しいとされていました。しかし、今

般、国において手帳の様式が規定されている省令を改正し、ガイドラインで様式例を提示すること

とされ、自治体の実情に応じた柔軟な対応ができるようになりました。具体的には、障害者手帳の

補装用具支給状況や精神障害者福祉手帳の更新日の記載方法などが見直され、その結果、自治体の

選択でカード化も可能になりました。ただし、障害者手帳のカード化は義務ではなく、その時期は

自治体に委ねられております。また、基本的に当事者が希望する場合にカードで交付できるよう選

択制ともなっております。 

 そこで、福祉医療部長にお伺いいたします。 

 国においては、本年、省令を改正し、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳についてカー

ド化を可能にされました。カード化することにより手帳保持者の利便性を向上させると考えます

が、障害者手帳のカード化についての県の対応についてお聞かせください。 

 続きまして、県立医科大学附属病院における救急患者の受け入れについてお伺いいたします。 

 私の母親は、昨年十二月に突然体調を崩し、亡くなりました。救急車が来たときには既に心肺停

止状態でございました。その後、お医者様を乗せた救急車、いわゆるドクターカーが来てくださり、

その場で応急処置を行い、医科大学附属病院に搬送していただきました。意識は戻りませんでした



が、一報を聞いて医科大学附属病院に駆けつけた私は、母親の死に目にあわせていただくことがで

きました。このときに携わっていただいた関係者の皆様には本当に感謝しております。また、この

体験から、救急医療体制の重要性について認識を新たにしたところでございます。 

 さて、奈良県における救急医療体制につきましては、平成十八年、平成十九年の二年連続で搬送

先がなかなか決まらなかったことが要因となる悲しい事故があり、そこから知事は、二十四時間三

百六十五日断らない救急医療体制の構築に尽力され、県民の命を守る救急医療体制に力を入れてこ

られました。 

 その一例として、まずはドクターヘリが挙げられます。これまでは和歌山県や大阪府などの他府

県との共同運航により、県内での対象エリアを順次拡大してきましたが、平成二十九年三月より奈

良県独自のドクターヘリの運航が開始されました。これにより、ドクターヘリによる重症患者の搬

送が県全域で可能となり、平成三十年度には五百六十四回出動していただいております。また、私

もお世話になったドクターカーですが、県内では奈良市消防局、県広域消防組合において運営され

ており、それぞれ奈良市立病院、奈良県立医科大学附属病院に配備されております。平成三十年の

出動件数は、奈良市消防局二百十四回、県広域消防組合七百五十五回であり、救急搬送においてド

クターヘリと同様に重要な役割を担っていただいております。 

 一方で、不足している小児科や産婦人科の輪番体制を構築したり、医科大学附属病院などでのＥ

Ｒ救急体制の整備など、受け入れる病院側の体制充実もあわせて図っていただきました。 

 その結果、奈良県の救急医療体制は大きく前進したと認識しております。 

 しかし、依然として救急搬送時間は全国平均を下回っていることもあり、今後もさらなる救急医

療体制の充実を図るべきであると考えております。特に、中南和地域においては高齢化が一層進行

することから、私の地元にある県立医科大学附属病院が救急医療体制において果たすべき役割は、

今後一層大きくなっていくのではないでしょうか。 

 そこで、知事にお伺いいたします。 

 県立医科大学附属病院は中南和地域の救急医療の最後の砦となる病院であり、高齢化が進むこの

地域において、その役割への期待は今後ますます高まっていくと考えておりますが、県立医科大学

附属病院における救急患者の受入体制は、現状、どのようになっているのでしょうか。また、今後

どのように取り組んでいくのでしょうか、お聞かせください。 

 次に、食品ロス削減推進法への対応についてお伺いをいたします。 

 公明党が法案を作成するなど積極的に推進してきた食品ロス削減推進法が五月二十四日成立し、

五月三十一日に公布されました。食品ロスは、まだ食べられるものが捨てられてしまう問題、社会

全体が考えていかなければならない課題であります。 

 全国で生産される食料は、二〇一六年度、平成二十八年度の推計では八千八十八万トンで、食品

ロス量は六百四十三万トン、このうち事業者からのロスが三百五十二万トン、家庭からのロスが二

百九十一万トン、全体の四五％が家庭から出ております。そのため、一人ひとりの行動の見直しが

食品ロスを減らしていく上で必要になります。 

 その食品ロスの要因としてはさまざまな要因が挙げられます。生産、流通、販売、消費というサ

プライチェーンの全ての段階で原因が潜んでおります。つまり原因を特定化できず、幅広い対応が

求められております。 



 食品ロスは世界が向き合う課題でもあります。世界には飢餓と栄養不足に苦しむ人々が存在しま

すが、それにもかかわらず、世界では年間十三億トンの食品ロスが出ております。この量は人の消

費のために生産された食料のおよそ三分の一に相当いたします。全体の食品ロスを国民一人当たり

に換算すると、毎日お茶碗一杯分のご飯の量を捨てていることになり、また、国連が食料難に苦し

む国や機関などに支援した二年分に相当すると言われております。国連が二〇一五年に採択した持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）には、二〇三〇年までに小売り、消費レベルにおける世界全体の一

人当たりの食品の廃棄を半減させることが掲げられており、食品ロスの削減はいまや国際的な取り

組みとなっています。 

 大手コンビニエンスストア各社は、ポイント還元による食品の実質的な値引き販売や、季節商品

を完全予約制にするなど、取り組みを進めようとしています。食品ロスの削減は、食品ロス削減推

進法により政府に基本方針の策定が義務づけられ、これを踏まえて都道府県や市町村は削減推進計

画を策定する努力義務を持つとされています。 

 さらに、国や地方公共団体に対しては、消費者、事業者等に対する知識の普及や啓発の促進及び

実態についての調査研究を進めるとともに、家庭や事業者から寄贈された未利用食品を福祉施設や

災害被災地などに提供するフードバンクの支援などに取り組むよう求められております。 

 そこで、知事にお伺いをいたします。 

 食品ロスへの対応が全国的に大きな課題となっている中で、去る五月三十一日に公布された食品

ロス削減推進法は、都道府県に国や他の地方公共団体と連携して地域に応じた施策を策定し、実施

する責務を担わせることとしています。県はこれを受けて、どのように食品ロスを削減する取り組

みを進めていかれるのでしょうか、お聞かせください。 

 続きまして、特別支援教育の充実についてお伺いをいたします。 

 平成二十八年の四月に障害者差別解消法が施行され、従来型の特別支援教育に加え、インクルー

シブ教育の構築のための特別支援教育の推進が喫緊の課題となっております。インクルーシブ教育

またはインクルーシブ教育システムとは、一人ひとりに応じた指導や支援に加え、障害のある方と

障害のない方が可能な限りともに学ぶ仕組みを構築することであり、また、障害のある方が持てる

能力を最大限度まで発達させ、活躍できる社会をつくるという目的のもと、その推進を図ろうとす

る教育の仕組みのことを指します。 

 その基本的な方向性は、障害の有無によらず誰もができるだけ同じ場でともに学ぶことを目指す

こととされています。一方で、障害があるがゆえの個別の教育的ニーズについては、ニーズをお持

ちの方々の自立と社会参加を見据えて、その時点で最も的確に応える指導を提供できるよう、多様

で柔軟な仕組みを整備することが重要です。 

 このため、通常の学級、通級による指導、すなわち通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校

といった多様な学びの場で連続性のある学びが可能となるよう、特別支援教育の仕組みを充実させ

ていくことが必要であると考えます。 

 中でも、通級指導教室及び特別支援学級は、通級する児童生徒の日常生活の場である家庭、学校

での適応を図るために、特別の指導を行う場であり、インクルーシブ教育を進める上で特に重要で

あると思います。 

 このうち通級指導教室は、比較的軽度な障害を持つ児童生徒が小中学校の通常の学級に在籍しな



がら、通級指導の時間のみそこに通い、特別な指導を受けるクラスです。通級指導教室が通ってい

る学校にない場合は、通級指導教室がある近隣の学校にその時間だけ通う形や、また、通常の授業

の時間割の中で行われるケース、放課後など通常の授業外の時間に行われるケースがあります。奈

良県内でも通級指導教室のない地域や学校が多く、待機児童または生徒も出ております。現状に対

して対策がまだまだ不十分と感じていますし、早期支援の観点から特に通級指導教室を充実させる

必要があると考えております。 

 また、小中学校の通級による指導や特別支援学級の担当教員は、教育職員免許法上、特別支援学

校教諭免許状の所持は必要とされていませんが、一方で、全ての教員は特別支援教育に関する一定

の知識、技能を有していることが求められています。特に発達障害に関する一定の知識、技能は、

発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍しているため、教員養成段階で身につ

ける必要があります。 

 発達障害のある子どもたちの数は全国的にもふえています。通常の学級に在籍する児童生徒のう

ち発達障害の可能性のある子どもは六・五％に上がるとされています。四十人学級だと二人から三

人の割合になります。 

 このようにふえ続ける発達障害のある子どもたちに対しては、九割以上の教員が通級による指導

に効果があると認識されているとのことです。 

 したがって、発達障害のある児童生徒に対するよりよい指導に向け、通級による指導や特別支援

学級を担当する教員などの専門性のさらなる充実に向けた取り組みが求められております。具体的

には、通級指導教室や特別支援学級の担当教員などに対し、指導力の向上や発達障害を理解するた

めの研修などを行うことが必要であるとともに、そのような専門性を持った教員を適切に配置し、

インクルーシブ教育を進めることが必要であると考えます。 

 そこで、教育長にお伺いをいたします。 

 インクルーシブ教育の考え方のもと、小中学校における通常の学級、通級指導教室、特別支援学

級、特別支援学校など特別支援教育に係る多様な学びの場を充実させていくことが重要であり、ま

た、専門性を持った教員を適切に配置することが必要と考えますが、どのように取り組んでいかれ

るのでしょうか。 

 最後に、ＩＣＴを活用した教育の推進についてお伺いいたします。 

 社会の進展により、人工知能（ＡＩ）、ビッグデータ、ＩｏＴなど先端技術が高度化して産業や

社会生活のあり方が大きく変革し、Ｓｏｃｉｅｔｙ五・〇と呼ばれる時代が訪れようとしています。

社会を支える教育についても、新しい時代を見据えた内容にしていく必要があります。このような

状況のもと、二〇二〇年度から本格的に実施される学習指導要領では、情報活用能力を、学習の基

盤となる資質・能力と位置づけ、小学校においてプログラミング教育が必修化されるなど、ＩＣＴ

を活用した学習活動を飛躍的に充実することが求められております。 

 学校教育においては、未来を生きる子どもたちのために最新のＩＣＴ環境を整えることにより、

効率的・効果的な授業を行い、学習効果を向上させることが必要です。例えば、校内ＬＡＮを整備

することで、子どもたちがみずから考えて学べる環境を整えたり、校務用パソコンや校務支援シス

テムを整備することで、教員の校務負担を軽減したりする必要があります。 

 教科指導におけるＩＣＴ活用による効果については、これまで調査研究などからも明らかになっ



ております。例えば、平成十七年度及び平成十八年度に文部科学省委託事業により実施された、Ｉ

ＣＴを活用した指導の効果の調査において、全国で実施された七百五十二件の検証授業を分析評価

した結果では、ＩＣＴを活用して授業を行った教員の九八％が関心・意欲・態度の観点において効

果を認めています。それ以外の知識・理解、思考・判断、表現・技能・処理といった観点について

も、ＩＣＴ活用によって児童生徒が集中して取り組めているとの結果が出ています。また、児童生

徒が楽しく学習できるようになることといった項目についても、多くの教員が効果を認めておりま

す。児童生徒に対する調査でも、学習に対する積極性や意欲、学習の達成感など全ての項目につい

てＩＣＴを活用した授業の方が評価が高いことがわかります。さらに、児童生徒に対する客観テス

トの結果によれば、各教科の得点や知識・理解や技能・表現の観点で高い効果が得られ、ＩＣＴを

活用した教育は子どもたちの学習への興味、関心を高める効果があるとされています。さらに、子

どもたちの主体的な学習参加を促すアクティブ・ラーニングや双方向型授業、課題解決型授業への

連動も期待されております。 

 小中学生の約九割が楽しく学習できた、わかりやすいと回答し、八割以上の教員がＩＣＴを活用

した授業は子どもの学習意欲や理解などを高めることに効果的と評価している状況の中で、平成二

十九年三月に文部科学省が行った平成二十八年度学校における教育の情報化の実態等に関する調

査によれば、本県の教育のＩＣＴ活用指導力は五項目全てにおいて全国順位が下位にあり、課題が

見られます。これは、環境の整備のおくれが影響しているのではないかと思われます。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。 

 これからの社会状況を考えますと、ＩＣＴ教育を推進していくことは大変重要であると思われま

すが、県として、今後、子どもたちの学習環境の整備や教員の資質向上に向けて、どのように取り

組んでいかれるのでしょうか。 

 これで、壇上からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

○副議長（森山賀文） 荒井知事。 

 

◎知事（荒井正吾） （登壇）六番亀甲議員のご質問がございました。 

 最初のご質問は、障害者の就労・社会参加への支援についてでございます。 

 本県は、障害のある人が当たり前に活躍できる社会の実現を目指しており、障害者雇用の支援に

取り組んでまいりました。障害者雇用率は奈良県の雇用主の方に頑張っていただき全国トップクラ

スを維持しています。大変誇らしいことだと思っております。 

 障害者雇用を進めるためには、まず何よりも企業や関係者の方々に、障害者雇用に関し意識を持

って積極的にかかわっていただくことが重要だと思います。これまで県が中心となって各界のトッ

プが障害者政策について意見を交換する障害者政策トップフォーラムを開催してまいりました。 

 また、奈良労働局と協働で障害者はたらく応援団ならを運営し、障害者雇用に積極的に取り組む

企業などの経営層や人事担当者が互いに障害者雇用に関する情報を共有する場の提供を行ってき

ております。 

 意識醸成を図った上で、次に企業等の現場において障害のある人が働きやすい環境を整えること

が大切なことと考えております。 



 例えば、職場実習を受け入れていただく中で、障害のある人の個性を理解して、どのような対応

をすればよいかといった情報を職場内で共有し、実行することにより、雇用に結びついた事例があ

ります。現場でなれるということは大事かというふうに思われるところでございます。一つの例で

県立医科大学で多くの障害者を雇われております。三十数名雇われておられましたが、そのコツを

お伺いいたしましたところ、インターンで来ていただくのだと。インターンで現場で働いてもらう

と、県立医科大学のスタッフの方も障害者の方も現場になじむ、なれてこれはなじみが低いところ

だ、なじみの濃いところだということが双方に判断できるということをおっしゃっておられまし

た。 

 また、複数の障害のある人を雇用している職場の事例でございますが、障害のある人の業務を統

括するスタッフを配置して、日常の業務の中で能力を開発し、一人ひとりに適した仕事をマッチン

グする丁寧な取り組みが職場定着に成果を上げていると聞いております。個人個人の個性に寄り添

う取り組みが必要だというふうに聞いております。 

 さらに、障害のある人が仕事を続けていくためには、自分に合った仕事かどうか確認することも

重要でございます。実際の職場で実習をすることにより、業務内容を理解するとともに、職場の雰

囲気を肌で実感することができ、就職後の職場定着につながっております障害者のインターンシッ

プを積極的に行っていきたいと考えております。 

 このような先進事例から得たノウハウを蓄積し、広く展開を図り、特例子会社などにも適応でき

るように障害のある人の希望に添えるように、さらなる職場実習先の開拓に努めて、就労機会の創

出・拡大・職場定着の支援に引き続き粘り強く取り組んで障害者雇用率のトップを維持していきた

いというふうに思っております。 

 障害者福祉、県内の優先調達の取り組みについてのご照会がありました。障害者就労を促進する

方策の一つでもあります優先調達につきましては、県及び県内全ての市町村が障害者優先調達法に

基づく調達方針を策定し、その推進を図っています。 

 現状を申し上げますと、調達実績額は、県分では平成二十五年度では、五年前でございますが約

二百六十万円だけでございましたが、平成二十九年度になりますと九倍の約二千三百万円になりま

した。県内市町村合計では、平成二十五年度の約二千五百万円が平成二十九年度は二倍強の約五千

八百万円になっておりまして、県・市町村とも調達の拡大が図られていることが見受けられます。 

 ただ、この市町村を合わせた調達実績額は、議員もお述べのように、単純な金額の比較では近畿

で最下位でございますし、全国でも四十位というランクでございます。単純な比較がなかなかでき

ない面もございますが、また、一つの注目すべきランキングの情報だと思っております。また、県

内の市町村間でもばらつきがございます。 

 議員お述べのとおり、財政規模が異なる単純な比較だけではなく、やはり担当者の熱意、またそ

の他の関係調達先の話などの実態を客観的に比較できる指標を検討し、比較できる見える化を図っ

ていきたいと思っております。 

 また、市町村も含めまして優先調達に取り組む意識づけを県庁から行っていきたいと思っており

ます。 

 また、取り組みが進んでいる地域の発注事例に関する情報や障害者就労支援施設等が提供できる

商品やサービスの情報をお示しして、市町村の積極的な取り組みを促していきたいと思います。そ



ういう情報があれば、比較的円滑に調達ができることも可能でございます。県におきましても従来

は工程の一部を単独の施設に発注していた業務につきまして、複数の施設に全工程を共同発注する

などの優先調達のさらなる拡大を図っていきたいと思っております。 

 県立医科大学附属病院における救急患者の受け入れの現状と今後の取り組みについてのご質問

がございました。 

 奈良県では、限りある医療資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療提供体制の構築を目指し

ております。医療機関の役割分担として、断らない病院と面倒見のいい病院を掲げております。県

立医科大学附属病院は、旧県立病院、奈良県総合医療センターと並んで、断らない病院の象徴と言

うべき病院になってきております。 

 このことから、昨年十二月議会でご議決いただきました県立医科大学の第三期中期目標におきま

して、救急医療に係る取り組みとして、重篤ではないが地域の病院で受け入れできなかった救急患

者を確実に受け入れる、二十四時間三百六十五日ＥＲ型救急医療体制の確立を掲げたところでござ

います。 

 これを受けまして、県立医科大学におきましては、中期計画において二〇二一年度中の全ての患

者を受け入れるＥＲ型救急医療体制の確立を目指すこととして、目標年次を示されたところでござ

います。 

 現在、県立医科大学附属病院における救急患者の受入体制は、重篤な救急患者を二十四時間三百

六十五日受け入れる体制は整っております。高度救命救急センターと呼ばれる組織でございます。

一方で、重篤ではないが地域で受け入れ難い患者も二十四時間受け入れるかどうかでございます

が、現在は平日九時から二十時までの間、及び土日祝日においてそのような運営をしております。

ＥＲ型救急医療体制でございます。さらに、平日二十時以降の診療体制の整備に必要となる医師の

確保に取り組んでいただき、ＥＲ、二十四時間三百六十五日、全ての患者を受け入れられるＥＲ型

救急体制の整備に二〇二一年に向かうということを聞いているところでございます。 

 全ての救急患者を受け入れ、断らない医療体制がありますと、消防救急の搬送先がまず特定され

ますので、ほかに断られてすぐに向こうに向かうということが現実に起こっておりますので、救急

患者の短時間搬送につながってくるものと思っております。 

 食品ロス削減推進法への県の対応についてのお問い合わせがございました。 

 議員お述べのとおり、食料の多くを輸入に頼っている我が国において、まだ食べられる食品が大

量に捨てられていることは非常にもったいないことであり、食品ロスの削減は、大変重要な課題で

あると認識しております。 

 この食品ロスの削減に当たりましては、まず、県民それぞれが、買い過ぎない、まだ食べられる

ものを捨てないといった食物を無駄にしない意識の醸成と行動の定着が重要と考えますが、なかな

か難しいことでございます。私はよく冷蔵庫にある古いものをもったいないからとすぐに食べてし

まうくせがありまして、家内から危ないからお腹を壊してないかとしょっちゅう言われるわけでご

ざいます。やはり少し控え目で、賞味期限や消費期限を見て、もしかしたら体の具合が悪くなるか

もしれないということがしばしばよぎるわけでございます。口に入れるかごみ箱に入れるかという

選択を迫られるわけでございますが、私は食べてしまう傾向が強いので、少し反省もしております。

昔は家の中に猫や犬がおりまして、とにかく残飯を整理していただいて、ありがたく食べていただ



いたわけでございますが、現在はペットフードしか食べられないわけで、人間よりも栄養素の高い

バランスのとれた食品を食べていらっしゃるようにお見受けいたします。 

 そのような状況がいろいろありますので、食品ロスの課題も出てきている状況にあろうかと思い

ます。奈良県では、これまでも県民の方々を対象に、県民だよりの特集記事のほか、県内のアンテ

ナショップや農産物直売所における啓発ポスター、路線バスの車内広告などを活用し、啓発を行っ

てきたものでございます。 

 今年度は新たに、県民の食品ロスの認知度調査や、消費者と事業者を対象とした啓発イベントの

開催を通じ、食品ロス問題への理解と関心を高めていきたいと思います。活動しないと認識は広ま

らないということは確かでございますので、活動をしていきたいと思います。 

 議員お述べのように、食品ロスの削減の推進に関する法律が公明党議員の積極的な推進により議

員立法として成立いたしました。県の役割も記載されておりますので、積極的な活動をさせていた

だきたいと思います。具体的には、県民を対象といたしました、外食時に食べ残しをしない食べ切

り運動を推進する、また、未利用食品の子ども食堂への提供などが考えられるところでございます

が、とりわけ、私は奈良県中央卸売市場で発生する食品、発生する残り食品を利用した中央卸売市

場子ども食堂を開設できないかと考え、検討を指示しております。また、朝食を提供する子ども食

堂の検討も予算に入れておりますが、そのような食堂でも売れ残り食品が利用できないか、システ

ムの検討をお願いしたいと思っております。 

 私に対するご質問は以上でございました。ご質問ありがとうございました。 

 

○副議長（森山賀文） 西川福祉医療部長。 

 

◎福祉医療部長（西川浩至） （登壇）六番亀甲議員のご質問にお答えいたします。 

 私には、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳のカード化についてのご質問でございま

す。 

 議員お述べのとおり、障害者手帳のカード化は従来の手帳より耐久性にすぐれ、小さくて持ち運

びしやすくなるという利点がございます。 

 現在、カード化を進めるに当たりまして、二つの点について検討を進めているところでございま

す。一つ目は、記載量が制約されることに対する表示方法の工夫です。 

 例えば、現在の紙製の手帳には自動車税の減免を受けた車両の情報を記載しており、自動車を乗

りかえるたびに記載内容を変更、追記しております。カード化によりまして記載できる部分が制約

されますので、このような追記をすべき情報をどのように表示していくのか、検討しているところ

でございます。 

 また、二つ目は、カード型手帳の様式は都道府県ごとに決めることができますが、様式が異なり

ますと手帳所持者や手帳所持者への割引等を行います事業者に混乱を招くおそれがございます。そ

のため、先日開催されました、近畿ブロック知事会議におきまして、今後、各府県の実情を持ち寄

り、様式の統一化について実務者で検討を行うことが合意されたところでございます。 

 今後、こうした検討を進めまして、カード型手帳を円滑に導入できるよう取り組んでまいりたい

と考えております。 



 以上でございます。ご質問ありがとうございました。 

 

○副議長（森山賀文） 吉田教育長。 

 

◎教育長（吉田育弘） （登壇）六番亀甲議員のご質問にお答えいたします。 

 私には二つの質問をいただいており、一つ目は特別支援教育における多様な学びの場の充実と、

専門性のある教員の配置についてのお尋ねでございます。 

 共生社会の形成を目指し、インクルーシブ教育システムを構築するためには、議員お述べのよう

に、障害のある児童生徒の教育的ニーズに応じた連続性のある多様な学びの場を整備し、特別支援

教育を充実させることが重要であると考えております。 

 特に本県では、軽度な言語障害のある児童生徒に通級により発声の指導を行うなどの通級指導教

室で学ぶ児童生徒の割合が全国平均の約半分と低い状況にございます。県教育委員会では、通級指

導教室を整備するため、平成二十九年から二年間のモデル事業を実施いたしました。その結果、令

和元年五月一日現在、十二市、六町において、小学校に三十五教室、中学校に九教室が設置をされ、

平成二十八年度と比較をして、小学校で十一教室、中学校で六教室増加しております。 

 しかし、今後、通級指導教室の整備をさらに進めるためには、専門性の高い教員を育成する必要

があると考えております。今年度、教育研究所において通級指導教室での具体的指導や児童生徒の

実態把握などのあり方を学ぶ四回の連続講座を実施いたします。また、特別支援学校には特別支援

教育のセンター的役割を果たすことが求められているため、小中学校の教員と特別支援学校の教員

との一年間に限定した人事交流を促進していきたいと考えております。特別支援学校教員の専門性

を生かして、特別支援学級の充実を図ることができますし、小中学校の教員が特別支援学校で学ん

で専門性も高めることができ、相乗効果が期待できると思っております。 

 今後も、特別支援教育の充実に向けては、教員の専門性の向上に努めながら、特別な支援が必要

な児童生徒に適切な指導と必要な支援が行えるよう、市町村教育委員会と連携をし、適材を適所に

配置するよう努めてまいります。 

 次に、二つ目はＩＣＴ教育に向けて子どもの学習環境や教員の資質の向上への取り組みについて

お尋ねでございます。 

 議員お述べのとおり、予測できない未来を生きていく上で必要な資質能力の一つとして、情報活

用能力が重要とされており、学校教育においては、子どもたちが情報活用の実践力を身につける学

習環境を整えることが大切でございます。 

 文部科学省が平成三十年三月現在で公表しております調査によりますと、教育用コンピューター

一台当たりの公立学校、これは小・中、県立学校でございますが、この児童生徒数は、教育用コン

ピューター一台当たりの児童生徒数は、全国平均五・六人に対して奈良県は六・一人であり、全国

四十位でございます。また、教員の校務用コンピューターの県全体の整備率は九〇・六％で全国最

低となっております。 

 公立小中学校のＩＣＴ環境整備につきましては、市町村教育委員会が担当しているため、コンピ

ューターの整備を促進するために、各市町村の担当者を集めた会議を月一回開催して最新の情報を

共有するなど、県教育委員会が主導的な役割を果たしながら市町村を支援しております。 



 特に、平成三十年度からは、今後全ての市町村立学校に統合型校務支援システムを導入するため

の実証研究事業を実施し、本年度は、県内五市町村でモデル校を指定して、教員のＩＣＴ活用能力

の向上や業務改善にも努めております。なお、県立学校におきましては、平成三十一年三月に教員

一人一台の校務用コンピューターを整備し、全ての県立学校で統合型校務支援システムが利用でき

る環境を整えました。 

 本県の児童生徒が、これからの高度情報化社会を主体的に生きていくためには、学校におけるＩ

ＣＴ環境の整備を充実させ、ＩＣＴの特徴を生かした教育を推進することが重要であり、教員の推

進リーダーの養成、プログラミング教育などの実践例を学ぶ教員免許状更新講習を開催するなど、

教員の指導力向上を目指す取り組みの充実を図ってまいります。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

 

○副議長（森山賀文） 六番亀甲義明議員。 

 

◆六番（亀甲義明） ご答弁ありがとうございました。本当に前向きなご答弁をいただいたという

ふうに思っております。 

 一点目、障害者就労、社会参加支援についてということで、本当に大事なことは就労の拡大もそ

うなのですけれども、どう定着をさせていくかということがすごく大事だと、私は思っております。

障害がある人もない人も本当に安心して生活できる環境はここにあると思っております。またもう

一つ、最近全国的にも農福連携という形で言われている障害者就労が大きく今取り沙汰されている

のですけれども、ここは障害者、また農作業、高齢化になってなかなか担い手がいないということ

で、このマッチングはどちらにも有効的で、今、全国的に大きく広がってきています。 

 また、今、農福連携を実施する農家や福祉施設など全国で約五千カ所あると言われております。

この中には生産向上と障害者の賃金アップにつながっていると言われております。また、国のほう

も、この農業分野での障害者就労を支援する農福連携等推進ビジョンを取りまとめて、二〇二四年

度までに新たに三千カ所をふやす方針を今示されております。また、この同ビジョンでは、障害者

施設と農家をマッチングする仕組みを全国で構築したり、農家に障害者の接し方を指導するジョブ

コーチの養成などを進めていこうとされているというふうに聞いております。 

 ジョブコーチというのは、結局就労して定着していくために支援をしていく人たちかというふう

に思います。国も大きく動いておりますので、さらに充実できる、障害者の人たちが就労拡大、ま

た工賃向上ができるような体制をしっかりとっていただきたいと思いますので、どうかよろしくお

願い申し上げます。 

 それから、二点目の優先調達の件なのですけれども、こちらも先ほど四点ほど挙げさせていただ

きました。共同受注・発注できる体制をつくっている自治体も多くありまして、その中で小規模で

事業所でなかなかできない仕事も受注・発注できることによって共同でできるようになって、それ

をしている団体も多くあります。また、先ほど知事のほうからもありましたけれども、物品が何が

あるかわからないとか、どういうように使用できるのか、ここの施設は何をしているかということ

がなかなか伝わっていないということも聞いておりますので、そういうことを踏まえて、先ほど見

える化という話をされておりましたので、しっかりと見える化をしていただいて、県も含めて県内



市町村にしっかりと優先調達をしていただきたいというふうに思っております。 

 また、カード化は先ほど重たい答弁をしていただきましたので、各市町村からもお声が、住民の

皆さん、障害者手帳を持っておられる方から各市町村にもカード化にならないかというお話も聞い

ておりますので、それも踏まえて速やかにできることをお願いして、要望とさせていただきます。 

 それから、県立医科大学附属病院、これについては私の母親も本当にお世話になりまして、救急

医療体制の大事さを改めて感じさせていただきました。これもやはり荒井知事になられて医療体制

の整備、救急医療の整備をしていただいた中での一つの出来事かというように思いますので、さら

に搬送時間を短くできるような体制を組んでいただければと思いますので、どうかよろしくお願い

を申し上げます。 

 時間がないので、早口になってすみません。 

 それから、食品ロスなのですけれども、これも大きな課題であると思います。 

 先ほど知事のほうからも奈良県中央卸売市場での子ども食堂というお話を言われておりました。

すごくすばらしい発想かというふうに僕も思わせていただきました。また、ＮＰＯなど地域でやら

れている子ども食堂さん等と、最近ではテレビでげんきカレーさんですか、そういうのも少しテレ

ビでも報道されておりました。子どもたちのためにということでやられている方もたくさんおられ

ますので、この食品ロスは有効に使っていけるような体制をしっかりつくっていただきたいという

ように思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それから、特別支援学級、たくさん言いたいことがあったのですけれど、また次の機会にさせて

いただこうかと思っているのですけれども、この支援学級の指導的にはいろいろな発達も含めまし

て、身体、また病弱、いろいろな形はあるのですけれども、本当に時間だけでははかり知れない、

また入り込み、教室から出てのそういう支援があるのです。時間だけでははかり知れない、中でお

った方がいい子どももいてますし、出した方がいい場合もあります。たくさんのいろいろな子ども

たちがおられることを知っていただいて、さらに充実をさせた特別支援学級、また通級、また特別

支援の教育を進めていただきたいというふうに、よろしくお願いいたします。 

 ＩＣＴ教育に関しても、奈良県は本当に最下位に近いですので、しっかりとやっていただいて、

子どもたちが安心して教育を受けられる環境をつくっていただきたいと思いますので、どうかよろ

しくお願いを申し上げます。 

 以上で、私の代表質問を終わらせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

 


